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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 本町の主産業は、稲作をはじめとする農業だが、地域経済や財政基盤の維持と住

民生活の安定を図るためには、農業の維持と当時に、観光や商工業との連携等によ

る地域経済全体の振興を進める必要がある。 

 本町の人口は、国勢調査によると昭和 35年には 14,118人だったが、令和 2年に

は、7,198 人まで減少している。更に、令和 6 年 4 月の住民基本台帳人口は 7,191

人となっており、年少（0～14歳）人口、生産年齢（15～64歳）人口、高齢者（65

歳以上）人口はそれぞれ 499 人、3,338 人、3,354 人となっており、総人口に占め

る割合は、それぞれ 6.9％、46.4％、46.7％となっている。 

 また、令和元年と平成 26 年の経済センサス基礎調査を比較すると総事業所数は

5 事業所の増となっているが、中小企業を取り巻く環境は年々変化しており、全国

的には経営者の高齢化から廃業に至るケース、人材不足から事業運営が困難となる

ケースなど深刻化している。大企業と比べても資金力など体力差がある中小企業は、

技術力・経営力の向上、優秀な人材の確保などにより業務の効率化や生産性を高め

ることが必要となっている。本町においても中小企業の先端設備等の導入を推進し、

あらゆる面から支援することで、体力のある優秀な企業を育てていかなければなら

ない。 

 

（２）目標 

  中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定

し、厳しい経営環境に置かれている町内の中小企業・小規模事業者の生産性向上を

図るべく新たな設備投資への後押しとし、労働人員の不足を補い、地域経済の活性

化を目指し、先端設備等導入計画期間内において 5件の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

  国の導入促進指針及び本計画に基づき、先端設備等導入計画を認定した事業者の

労働生産性が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

  中小企業等経営強化法（平成 11年法律第 18号）第 2条第 1項に定める町内全て

の中小企業者に対し先端設備等の導入を促進し、本基本計画の目標を達成するため、

先端設備等の種類は、中小企業等経営強化法施行規則第 7条第 1項に定める先端設

備等全てとする。 

  ただし、太陽光発電設備については、観光資源である景観や自然環境への保全が



特に必要であることを踏まえて、発電電力を直接主賓の生産若しくは販売又は役務

の提供の用に供するために自ら消費する設備（自ら消費した余剰分の電力を売電す

るものを含む）に限る。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  中小企業者による幅広い取り組みを促すため、対象地域は、町内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

  中小企業による幅広い取り組みを促すため、本計画において対象とする業種・事

業は、全業種・全事業とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  国が同意した日から２年間とする。（令和７年４月１日～令和９年３月３１日ま

でとする。） 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 ３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 ・人員削減を目的とした取組は対象とせず、雇用の安定に配慮する。 

・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものついては先端

設備等導入計画の認定の対象としない。 

・町税を滞納している者を除く。 

・その他町長が適当でないと認めるものを除く。 

 


